
 

                         公 告 第 ８ ８ ― １ 号 

令和７年１０月２３日 

 

変 更 公 告 

 

分任契約担当官 

陸上自衛隊福知山駐屯地 

第３４９会計隊長 塩津 幸孝 

 

公告第８８号「燃料計量機撤去・据付（令和７年１０月２２日）」に係る入札

について、内容の一部を下記のとおり変更するので、関係事項を承知のうえ参加

されたい。 

 

１ 変更事項 

 仕様書を別添のとおり変更する。 

 

２ 入札に関する事項の問い合わせ先 

  〒６２０－８５０２ 京都府福知山市字天田無番地 

  陸上自衛隊福知山駐屯地 第３４９会計隊 契約班 山下 

  TEL  0773-22-4141（内線 347） 

  FAX  0773-22-9549 

  Mail ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp 

mailto:ma349fin-ma@inet.gsdf.mod.go.jp


２

4　役務内容

数　量 備　考

　 生じた場合は、担当官に申し出て、その指示に従うこと。

   と。

　 おいて実施すること。

5.5　作業完了後、速やかに作業場所の清掃・片付けを行い、担当官の点検を受けること。

5.6　提出書類は、担当官の指示によること。

6.1　撤去した器材については官側で処分する。

6.2　実施時期は、担当官と協議の上決定すること。

6.3　その他不明事項は、担当官の指示によること。

調達要求番号：5RU01AH0094

仕  様  書

物 品 番 号 仕 様 書 番 号 福駐業-Ｃ-Ｚ-００００１６

燃料計量機撤去・据付

作　　　　成 令和７年１０月１５日

変　　　　更 令和７年１０月２３日

作成部隊等名 福知山駐屯地業務隊

1　名　称

　 燃料計量機撤去・据付

2  計量機取替場所

   別紙第２「配置図」のとおり。

表１－撤去・据付

6　特記事項

3  日　時

　 契約完了後に官側との調整による。（作業完了期限は令和８年２月２７日（金））

　 燃料計量機の撤去・据付は表１による。

5　一般事項

5.1　本作業は、本仕様書及びメーカー仕様書に基づき実施するものとし、仕様書及び作業中等に疑義が

5.2　期間中、施設等に損害を与えた場合は請負者の責任において賠償すること。

5.3　現場は風紀・衛生・盗難予防について必要な処置を施すとともに、請負者の責任において管理するこ

5.4　仕様書に記載無き事項で当然作業が必要な事項及び担当官が軽微な事項を指示した場合は、請負者に

項　目

撤去・据付 １台

該　当　機　器

トキコ　　固定式計量機
  　　  　GA22NA　１機
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